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近年、工事区間始端部に正面から進入する事故が急増している。この原因として運転手、道路、車両

の三要素間での問題が考えられるが、本研究では、運転手-道路系の問題に着目し、衝突事故低減に向け

た工事区間での規制情報提供の提案を試みた。ドライビング・シミュレータを用いた室内走行実験を実

施し、運転者の注視と車線変更位置、車線変更を判断した対象をデータとして取得した。分析結果から、

車線数減少標識、道路工事中標識をこの順序で 2 枚ずつ設置し、最高速度標識を現行の設置方法に準拠

し設置することが先に述べた事故のリスクを低減する可能性を把握した。この標識配置に、先行研究で

特定した、遠方から視認しやすく、車線変更位置を早める効果がある標識車を組み合わせた規制情報提

供が工事区間での衝突事故低減に期待できると提案した。 

In recent years, the number of accidents involving head-on collisions at the beginning of work zone has been 
increasing rapidly. In this study, we focused on principal signs among the various signs that exist in construction 
restricted areas and proposed a method of providing regulatory information within the work zone to reduce the number 
of collisions considering driver-road interaction. We conducted an indoor driving experiment using a driving simulator 
and collected data on the driver's gaze, lane change position, and the target of the decision to change lanes. Based on 
our analysis, we found that the risk of such accidents could be reduced by installing two each of reduced lane signs 
and road construction signs in that order, and installing maximum speed signs in accordance with current installation 
methods. We suggest that this sign arrangement, combined with regulatory information provided by a sign car that is 
highly visible from a distance and effective in encouraging early lane changes, as identified in a previous study, can 
significantly reduce the risk of collisions in work zones. 

Keywords: 工事規制区間，情報提供，ドライビング・シミュレータ，本標識，標識車 
 Construction Restricted Areas, Providing Information, Driving Simulator, Principal Sign, Sign Car 

１．はじめに 

2023 年中の全国における交通事故発生件数は 307,911
件（前年比＋7,072 件）、交通事故死者数は 2,678 人（前

年比＋68 人）であり、ともに増加している 1)。特に死者

数が増加したのは、2015年以来 8 年ぶりである。警察庁

は、新型コロナウイルス対策が緩和され、人々の外出機

会が増えたことが背景にあるとする見解を示している。 
しかしこの間、先進運転支援システム（Advanced Driver 

Assistance System：以下、ADAS）の開発・普及が進めら

れている。ADAS の主機能である衝突被害軽減ブレーキ

（Autonomous Emergency Braking：以下、AEB）の新車装

着率 2)は2020 年には95.8%まで上昇しており、2021 年 11
月から国内で生産される新車の AEB 装着が義務化され

ている。また、交通事故総合分析センターが計測した

AEB 有無別の登録・届出車数 10 万台当たりの対四輪車

追突死傷事故件数（2018 年度）3)によると、AEB 非搭載

車の 208.9 件に対し、AEB 搭載車は 98.4 件となってお

り、AEB 搭載車の事故リスクが低いことがわかる。車の

安全性を上回る外出機会の増加は考えにくく、これまで

想定されていなかった新たなタイプの事故が発生してい

ることが予見される。 
 この一つとして、工事区間での事故が考えられる。

NEXCO中日本が管理する工事区間での事故件数は2017
年度（103 件）から2021 年度（413 件）までの 4 年間で

4 倍以上に増加している 4)。リニューアル工事に伴う工

事規制の増加も背景にはあるが、工事規制数はここまで
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増加していない。特に工事区間に正面から進入し、工事

区間始端部（以下、始端部）に衝突する事故が多くの割

合を占めている。 
 本研究では、この事故に着目した。この事故の原因と

しては、主に三つ考えられる。第一に、前方不注意によ

り運転手が工事区間の存在に気付いていない、もしくは

気付くのが遅れている事象が増えているということであ

る（運転者−道路系の問題）。 
第二に、AEB が規制材に反応していないことが考えら

れる。これは、障害物によってはAEB が正常に機能しな

いという、メーカーが発信している注意事項 5)6)からも推

察される。実際に、実証実験で得られた結果から、現行

の規制材に対して、AEB の作動が期待できないことが報

告されている 7)8)（車両−道路系の問題）。 
第三に、ADAS に対する運転手の過信が挙げられる。

この過信が、安全性に欠けた運転挙動を引き起こすこと

を問題視する先行研究が多数存在している 9)10)11)12)。第二

の原因で指摘したAEB の作動制限を考慮すると、ADAS
に対する運転手の過信が内包するリスクは高くなる（運

転者−車両系の問題）。 
 本研究では、これらの問題のうち運転者−道路系の問

題に焦点を当てた対策を考える。工事区間での事故を

取り扱った研究として、上畑ら 13)は録画された交通事

故発生時の映像から、矢印板接触時の状況を観察し、

事故形態の実態を明らかにしている。しかし、具体的

な対策を検討するまでには至っておらず、この点が課

題として挙げられる。ここで、公表されている資料 14)

に基づき工事規制区間への誤進入事故原因を集計した

結果を図 1 に、事故形態別に原因を推定した結果を図

2に示す。 

 
図1 工事規制区間への誤進入事故原因 14) 

 

 
図2 誤進入事故の形態別推定原因 

 
 図 2 中赤字で記載された箇所は運転者の責に帰すべ

き事由であり、青字で記載された箇所は環境の影響に

よるものであるため、いずれも道路管理者が制御する

ことは難しい。そこで、本研究では上記の場合を除外

して、衝突事故低減が期待できる対策を検討する。具

体的には、早期の適切な工事規制情報提供を研究対象

とする。当然、漫然や脇見の度合いによっては効果を

得にくいと考えられるが、情報提供が注意喚起に繋が

り、漫然や脇見を抑制する可能性もある。また何より

早めの車線変更を促すことが当該事故対策の方向性の

一つであると考えた。 
始端部での衝突事故低減に向けて、工事区間で運転手

に規制情報を提供することが可能な施設は、現状では主

に標識、矢印板および標識車が使用されている。筆者ら

は先行研究 15)で、矢印板および標識車の規制情報デザイ

ンに着目し、表1に示す 4 つの規制情報デザインに対し

て、「視認しやすさ」、「指示の伝わりやすさ」という観点

で評価を試みた。結果として、K-3、K-4 は遠方からでも

視認がしやすく、K-3 は早めの車線変更を促す効果があ

ることが示された。 
 

表1 先行研究で使用した規制情報デザイン 

 

 
次に本研究では、標識に着目した。ここで、入手可

能な保安施設設置要領 16)17)（図3）を参照すると、最高

速度標識や速度低下を促す看板の設置地点は指定され

ていることが読み取れるが、他の標識の種類や枚数、

配列など設置方法・根拠に関しては明文化されていな

いことがわかる。また、この根拠を明らかにした先行

研究も見られない。 
 

 
図3 保安施設設置例（NEXCO 中日本） 

 
本研究では、始端部における衝突事故低減に向けた工

事区間における、規制情報の提供方法の提案を本研究の

最終的な目標とするが、その第一段階としてドライビン

グ・シミュレータ（以下、DS）を用いた室内走行実験を

実施した結果に基づき、法定外看板、補助標識を除く本
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標識（法定の規制、警戒標識）の種類や枚数、配列に関

する根拠の把握を試みた。これは、この根拠が把握でき

てはじめて法定外看板、補助標識を含む現状の評価が可

能になると考えたからである。そして、最後に本研究と

先行研究で得られた知見を整理し、本標識のみを用いた、

始端部における衝突事故低減に向けた規制情報の提供方

法の提案を行った。 
 

２．室内走行実験 

 

2.1 実験概要 
 本研究では、2023 年 11 月 1 日、同 2 日、同 6 日から

同 10 日、同 13 日および同 14 日の計 9 日間で、計 24 名

の被験者に対し実験を行った。被験者として、普通自動

車免許を取得している25歳以下の学生24名を募集した。 
 
2.2 実験で使用した道路モデル 

 先行研究 15)で使用した、中央自動車道（改良前）、山

陽自動車道、高松自動車道の 3 つの区間を、道路構造

令・高速道路設計要領に準拠して設計した調整区間で

結合した全長約 12km の道路モデルを使用した（図4）。 

 

図4 道路モデルの線形図 

 

2.3 実験で使用した規制情報パターン 

 本研究では、設置標識の種類や枚数、配列と矢印板お

よび標識車の規制情報デザインの異なる規制情報パター

ンを使用した（表2）。 

 規制現行は現在、実際に高速道路で使用されている標

識と矢印板および標識車に準拠して作成した規制情報パ

ターンであり、練習走行（2.5で詳述）で使用した。 
 規制代替①、②は、標識と矢印板は規制現行と同じで

あり、標識車に先行研究 15)で評価の高かった K-3、K-4
（表1）を採用したパターンである。 
 規制代替③は規制代替①から車線数減少標識を除い

たもの、規制代替④は規制代替③の道路工事中標識を

車線数減少標識に変更し、標識車をK-4 にしたものと

なっている。最高速度標識は、これら 3 枚が同じ地点

に設置されているのに対し、車線数減少標識と道路工

事中標識に関しては、枚数、設置位置が異なっている

状況である。1 章で述べた通り、本研究では、本標識の

種類や枚数、配列に関する根拠の把握を試みるため、

それぞれの警戒標識が運転者にどのように利用されて

いるのかを明らかにする必要がある。そこで、法定標

識の種類が不足しているため実際の工事規制区間に適

用することはできないが、規制代替③、④を評価対象

に組み込んだ。 
 

表2 実験で使用した規制情報パターン 

 
 
2.4 走行条件 
 先行研究 15)と同じく、DS の映像に図 4 の道路モデル

を投影した。被験者には 3.0kp から 80km/h で走行開始

し、道路状況に応じた運転を行ってもらった。走行終了

は、工事区間が表示されている場合、標識車を通り過ぎ

た地点とした（2.4(2)で詳述）。 
(1)周辺車両条件 
本研究では、周辺車両を追越車線に自車両前後 2 台ず

つ設置した（図5）。周辺車両の存在によって被験者が車

線変更をためらうのを防ぐため、自車両前後に余裕のあ

るギャップ（111.1m）をとった。また、自車両と周辺車

両との相対位置を固定するため、周辺車両の速度は自車

両と同じ速度とした。 

 

 

図5 周辺車両配置 

(2)走行順序と規制情報パターンの設置場所 

被験者が規制代替①～④を走行した際のデータ取得

が実験の目的であるが、工事区間での走行を重ねること

により、下流側に工事区間が存在しており車線変更が必

須であると被験者が予想し、標識や矢印板および標識車
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の確認を怠る可能性がある。そこで、工事区間が存在し

ないダミー走行を 2 回実施した。したがって、実験では

一人 6 走行してもらった。なお、走行順序に偏りが生じ

ないよう、全被験者 24 名の規制代替①～④の走行順序

を 1、3、5、6 走行目に均等になるように振り分け、ダミ

ー走行を 2、4 走行目に設定した（表3）。 
 

表3 走行順序 

 

  
さらに、規制代替①～④の走行において、同じ場所に

工事区間を設置すると、被験者が工事区間位置を予想す

る可能性がある。そこで、使用する道路モデル上におい

て、道路条件（平面線形条件、勾配）が同様である同一

曲線内の 4 地点を選定し、標識車の設置場所とした（図

6）。そして、標識車に付随する標識と矢印板を表2の間

隔で設置した（表4）。 

また、この 4 つの設置場所において、規制代替①～④

の出現回数が均等になるように組み合わせを 24 通り設

定し、各被験者にランダムに振り分けた。 
 

 
図6 標識車の設置場所 

表4 標識、矢印板、標識車の設置開始場所 

 

 
2.5 実験手順 
 まず、被験者には、実験上の注意事項や個人情報の取

り扱いなど重要事項を説明し、実験参加への同意書に記

名、押印をしてもらった。その後、実験で使用する装置、

実験の流れについて説明を行った。 

 次に、DS の操作および運転感覚に慣れるための練習

走行を行った。まず、実験で使用する道路モデルの 6.5kp
～12.0kp を周辺車両が存在しない条件での走行をしても

らった。また、全被験者に同じ条件で練習してもらうた

めに、実験担当者から車線変更やブレーキ・アクセルワ

ークの指示を行い、それに従って走行してもらった。こ

のとき走行音の音量に違和感がある場合は、違和感のな

い音量に調節した（以上、練習走行 1）。一旦走行を停止

した後、次は周辺車両が存在する条件で、もう一度、同

じコースを最初から走行してもらった。ここでは実験担

当者から練習走行 1 のような指示をせず、DS の運転に

慣れたと感じるまで、被験者に自由に走行してもらった

（以上、練習走行 2）。走行終了後、DS 運転座席にて視

線を計測する装置（ナックイメージテクノロジー社製ア

イマークレコーダー EMR-9、以下、EMR）を装着し、

実験で使用する道路モデルの 6.5kp～9.5kp を追越車線に

周辺車両が存在する条件での走行をしてもらった。この

走行では、工事区間における車線変更に慣れてもらうた

めに、走行車線に設置された規制現行の標識と矢印板お

よび標識車を確認し、車線変更を行ってもらった（以上、

練習走行 3）。 

 その後、休憩をとり被験者の健康状態を確認し、実験走

行を開始するに当たっての注意事項を教示した。次に、

教示する条件を示す。 

・ キープレフトでの走行を基本とする 

・ 壁や他の車両に衝突しないように走行する 

・ 走行速度の目安として、実験で使用する区間の制限

速度（時速 80km）を伝える 

・ 上記 3 点以外は、普段どおりの運転を心がけること 

 実験走行終了後、EMR を取り外し、休憩をとり被験者

の健康状態を確認した後、実験走行に関するヒアリング

（2.6(2)で詳述）を行った。 
 
2.6 取得データ 

(1)運転挙動データ 

 走行開始からの経過時間[s]、走行車線、走行地点（kp）
[km]、速度[km/h]、加速度[m/s2]、車線中心からのずれ[m] 
を 0.1 秒ごと DS により記録した。分析の際は、これら

を線形補間により 0.001kp ごとのデータに変換した。 
また、EMR により視線座標データを取得した。視線

座標データを用いて、規制代替①、②における各標識

の注視時間を算出し、運転手が工事区間を走行中に確
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認する傾向が高い可能性がある標識を把握する（4 章

で詳述）。 
(2)ヒアリングデータ 

 実験走行終了後、まず PC に録画した自身の走行映像

をレビューし、実験走行の状況を思い出してもらった後、

表5に示す質問に回答してもらった。 

 

表5 実験走行に関するヒアリング 

 
 

３．車線変更に影響を与える標識 

 本章では、運転挙動データやヒアリングデータを用い

て、規制情報パターン間で比較評価を行い、車線変更の

必要性を伝え、行動を促す効果がある標識を把握する。 

 

3.1 分析指標 

車線変更が必要であると判断した対象の位置および

車線変更位置（図 7）の二つの指標を用いて、車線変更

に影響を与える標識を把握する。以下に二つの指標の定

義を示す。 

(1) 車線変更が必要であると判断した対象の位置 

2.6(2)で述べた通り、実験走行に対するヒアリングに

おいて、走行中に車線変更が必要であると判断した対象

（以下、判断対象）を各パターンで回答してもらった。

この判断対象の設置地点（kp）を車線変更判断対象位置

とした（以下、判断対象位置）。なお、判断対象は各標識、

もしくは矢印板および標識車のいずれかである。 

(2)車線変更位置 
DS には 1/66 秒ごとに、走行地点（kp）および車線中

心と車両中心の距離（m、車線中心に対して右側に位置

する場合は+値、車線中心に対して左側に位置する場合

は-値）が記録されている。実験で使用した道路モデル（図

4）は車線幅が 3.5m であるため、走行車線中心と車両中

心の距離が+1.75m 以上になると、車両中心の位置が追越

車線側に移動し、車線変更を行ったと判断できる。この

ようにして、車両中心の位置が追越車線側に初めて移動

した時刻における走行地点（kp）を車線変更位置とした。 
 

 

図7 車線変更判断対象位置、車線変更位置 

 

3.2 車線変更に影響を与える標識 
 分析には、各被験者の判断対象位置と車線変更位置の

二つの位置がプロットされた、横軸が標識車までの距離

であるグラフを用いる（図8）。青点は判断対象位置、赤

点は車線変更位置を示しており、同一被験者の 2 点は線

で結んでいる。これ以降の分析では、特定の標識を「標

識の種類」と「同一種類の標識の中で上流から数えて何

枚目か」で示す。 

 

 

図8 判断対象位置、車線変更位置の分布図 

 

表6 判断対象別の人数の比率 

 

(1)車線変更の必要性を伝える効果がある標識 
 図8を見ると、規制代替①、②および④では、判断対

象が車線数減少標識であった被験者が多いことが読み取

れる。そこで、判断対象が車線数減少標識であった人数

とその他の対象であった人数の比率の差について、規制

代替①、②および④の各パターンでZ 検定を行った。結

果として、表6より、規制代替①、②において車線数減

少標識では 70.8%、その他の対象では 29.2%であり、人

数の比率に有意差が確認された（p＜0.05）。また、規制代

替④において車線数減少標識では 75.0%、その他の対象

では25.0%であり有意差が確認された（p＜0.05）。よって、

車線数減少標識を確認することにより、車線変更が必要

であると判断する人数の比率が高いといえる。これは、

車線数減少標識を設置していない規制代替③において、

多くの被験者（62.5%）が矢印板および標識車を確認する

まで、車線変更が必要であると判断できていないことか

らも推察される。また、規制代替①、②および④の 3 パ
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ターンにおいて、車線数減少標識を判断対象としている

被験者の中で、1 枚目の同標識を判断対象としている被

験者の割合は 83.3%、2 枚目の同標識では 13.0%、3 枚目

の同標識では 3.7%であった。このことから、1 枚目の車

線数減少標識を判断対象とし、上流で車線変更が必要で

あると判断している被験者が多いことや、2 枚目の同標

識を判断対象としている被験者も一定数存在し、3 枚目

の同標識が判断対象となる可能性が低いことが分かる。 
 さらに、図8を見ると、規制代替①～④の各パターン

において、始端部近傍での判断対象は矢印板および標識

車であることが分かる。3 枚目の車線数減少標識と道路

工事中標識に到達するまでに車線変更の必要性を判断で

きていない被験者の中で、矢印板および標識車を判断対

象としている被験者の割合は 88.9%と多くを占めており、

3 枚目の車線数減少と道路工事中標識は判断対象となる

可能性が低いといえる。 
(2)車線変更の行動を促す効果がある標識 
規制代替①～④の各地点における車線変更を行った

被験者の人数を比較するために、車線変更を行った被験

者の累積人数、累積割合の推移図（図 9）を用いて分析

を行う。これ以降、標識車までの距離が〇km の地点まで

に車線変更を行った被験者の累積割合を「〇km 地点ま

での車線変更累積割合」と示す。 

まず、図9を見ると、規制代替④は他のパターンと比

べて1.3km地点までの車線変更累積割合が高いことが読

み取れる。そこで、規制代替④と他のパターンにおける

1.3km 地点までの車線変更累積割合の差について、

McNemar 検定を行った。結果として、表7より規制代替

④では 29.2%、他のパターンでは 4.17%であり、1.3km 地

点までの車線変更累積割合に有意差が確認された（p＜
0.05）。また、規制代替①、②は規制代替③と比べて、1.0km
地点までの車線変更累積割合が高いことが読み取れる。

そこで、規制代替①、②と規制代替③における 1.0km 地

点までの車線変更累積割合の差について、McNemar 検定

を行った。結果として、表7より規制代替①では 33.3%、

規制代替③では 4.17%であり、1.0km 地点までの車線変

更累積割合に有意差が確認された（p＜0.05）。また、規制

代替②では 25.0%、規制代替③では 4.17%であり、1.0km
地点までの車線変更累積割合に有意傾向が確認された（p
＜0.1）。ここで、1 枚目の車線数減少標識が規制代替④で

は 1.7km 地点、規制代替①、②では 1.2km 地点に設置さ

れていることと、上述した分析結果から、1 枚目の車線

数減少標識を通り過ぎてから次の標識に到達するまでに

車線変更を行った人数の割合が高いと考えられる。これ

により、1 枚目の車線数減少標識は車線変更の行動を促

す効果があることが示唆された。 
また、図 9 から各パターンにおいて、0.3km 地点以

降で車線変更を行った被験者の人数の割合が高いこと

が読み取れる。この割合は、規制代替①、②および④

では 41.7%、規制代替③では 62.5%であり（表 7）、始

端部近傍で車線変更を行う被験者が多いことが分かる。

0.3km 地点以降で車線変更を行った箇所は規制代替間

でほぼ同様であり、車線数減少標識が表示されていな

い規制代替③に着目すると判断対象は 0.2km 付近の矢

印板になっている。このことから、本研究で着目した

「車線変更が必要であると判断した対象の位置」と「実

際に車線変更を行わなければならないと判断した地点」

とは異なることが推測される。つまり、上流側で車線

変更が必要であると判断した場合、実際に車線変更を

行わなければならない地点までは車線変更を保留して

いたと考えられる。保留は、判断を一旦止めることに

も繋がりリスクが生じる可能性がある。しかし、工事

規制区間で起こっている事故を防ぐには、早めの車線

変更を促すことが対策の方向性の一つであることは間

違いなく、このためには早めに車線変更の必要性を伝

えることが重要である。今後、保留行動の有無による

急ハンドルなどの車線変更挙動の違い、最長 1 分程度

となる保留行動中の運転行動変化などについて精査す

る必要がある。 
 

 

図9 車線変更を行った累積人数、割合の推移図 

 

表7 各地点までの車線変更累積割合 

 

４．工事区間を走行中に確認される傾向がある標識 

 本章では、3 章の結果を踏まえ、本標識のみを用いた

始端部における規制情報の提供方法を検討するため、視

線座標データを用いて、各標識の注視時間（以下、標識
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注視時間）の中央値を比較することにより、運転手が工

事区間を走行中に確認する傾向が高い可能性がある標識

を把握する。ここで上述した通り、規制代替③、④は実

際の工事規制区間に適用はできないため、規制代替①、

②を対象に分析を行った。なお、走行中にEMRがずれ

る等視線データが正常に計測できていなかった被験

者 6名を分析対象外とした。 

 

4.1 分析指標 

 以下に分析指標である標識注視時間の定義を示す。 

EMR で取得した視線座標データから、被験者が走行中

に各標識を注視した時間を算出し、標識注視時間とした。

ここで、前方に設置されている標識を発見し、通り過ぎ

るまでの間に、視点は「標識」と「標識以外の注視対象」

との間で移り変わる（図10）。この一連の過程で「標識」

を注視している時間を合計し、標識注視時間とした。 

 

 

図10 視点の移動 

 

4.2 標識注視時間の比較 

 図 11 に規制代替①、②における各標識の標識注視時

間、表 8 に標識注視時間の中央値を示す。図 11 の各標

識には標識車までの距離を付記している。まず、図11を

見ると、規制代替①、②において最高速度標識の標識注

視時間が長くなっていることが読み取れる。そこで、規

制代替①、②における各標識の標識注視時間の中央値の

差についてFriedman 検定を行った。結果として、図11、
表 8 より、規制代替①において 1 枚目の最高速度標識

（4.03s）、2 枚目の同標識（2.35s）と 3 枚目の道路工事中

標識（0.93）、3 枚目の車線数減少標識（0.95s）との間で

標識注視時間に有意差が確認された（p＜0.05）。また、規

制代替②において 1 枚目の最高速度標識（3.15s）、2 枚目

の同標識（2.33s）、3 枚目の同標識（2.52s）と 3 枚目の車

線数減少標識（0.90s）との間で標識注視時間に有意差が

確認された（p＜0.05）。また 1枚目の最高速度標識（3.15s）
と 3 枚目の道路工事中標識（1.30s）との間で標識注視時

間に有意差が確認された（p＜0.05）。よって、工事区間走

行中に運転手は最高速度標識をよく確認していると考え

られる。 

 次に、図11、表8を見ると、規制代替①、②において 

1 枚目の道路工事中標識の標識注視時間が、1 枚目の最

高速度標識に次いで長くなっていることが分かる。同様

にFriedman 検定を行ったところ、結果として、規制代替

①において、1 枚目の道路工事中標識（2.50s）と 2 枚目

の車線数減少標識（0.88s）との間で、標識注視時間の差

に有意傾向が確認された（p＜0.1）。また、規制代替②に

おいて、1 枚目の道路工事中標識（2.77s）と 3 枚目の車

線数減少標識（0.90s）との間で、標識注視時間に有意差

が確認された（p＜0.05）。よって、工事区間を走行中に運

転手は 1 枚目の道路工事中標識を確認する傾向があると

考えられる。 
 

 
図11 規制代替①、②における標識注視時間 

 

ここで、図11を見ると、規制代替①、②において 1
枚目の道路工事中標識の標識注視時間の最小値が 0、
つまり注視していない被験者がいることが読み取れる。

1 枚目の道路工事中標識を注視していない被験者は 3
名存在しており、3 名とも他の標識は注視していたこ

とを別途確認した。つまり、走行中に 1 枚目の道路工

事中標識を見落とした可能性が考えられる。 なお、2
枚目以降にも標識注視時間の最小値が 0 となる場合が

確認できる。これらは見落としの他に、それ以前の標

識で情報を確認したため見なかったなど複数の理由が

考えられる。この理由を特定するためには、注視時間

表8 標識注視時間の中央値  

 

標識注視時間の中央値(s)
0.3km0.4km0.5km0.7km0.8km1.0km1.2km1.3km1.7km
0.950.931.400.882.351.631.824.032.50規制代替①

0.901.302.521.232.331.521.553.152.77規制代替②

交通工学論文集, 第11巻, 第2号(特集号A), pp.A_1-A_10, 2025.2

 
A_7



の解析が終了し、実験から時間が経過した時点で被験

者に理由を思い出してもらう必要があるが、正確に思

い出してもらえるか確証はない。この理由の特定につ

いては今後の課題とし、今回は注視時間から見落とし

を推定できる 1 枚目の標識について言及した。 
５．衝突事故低減に向けた規制情報提供の把握 

本章では、3章と4章の結果を踏まえた客観的な評価 

に加え、設置枚数の適切性に関する主観的な評価により、 

設置する標識の種類や枚数、配列に関する根拠を把握す

る。そして、本研究と先行研究で得られた知見を整理し、

始端部における衝突事故低減に向けた工事区間での規制

情報提供を提案する。 
 
5.1 標識の設置方法に関する客観的な評価 

まず、3 章では、車線数減少標識、特に 1 枚目には、

車線変更の必要性を伝え、早めの行動を促す効果がある

ことが示唆された。また、4 章では、工事区間を走行中

に運転手は最高速度標識、1 枚目の道路工事中標識を確

認する傾向があると示唆された。 

上記の標識の設置順序について考える。先述した通り

最高速度標識の設置地点は指定されていると考えられる

ため、車線数減少標識と道路工事中標識の設置順序に着

目する。ここで、始端部に衝突する事故の対策としては、

なるべく早くに車線変更の必要性を伝え、行動を促すこ

とが重要である。このことは、高速道路会社のドライバ

ーズサイト 18)でも、標識を確認でき次第早めの車線変更

をするよう呼び掛けている。よって、標識設置場所の最

も上流部に車線数減少標識を設置するべきである。以上

より、上流から車線数減少標識、道路工事中標識の順序

で設置することが、衝突事故低減の観点からふさわしい

順序であると考えられる。 

ここで、車線数減少標識と道路工事中標識の設置枚数

が 1 枚ずつであると、標識による規制情報を運転手が把

握することができない可能性や、運転手が標識を見落と

す可能性が考えられる。実際に、3.2(1)の判断対象位置に

関する分析で示した通り、車線数減少標識が判断対象で

あった被験者の中で、2 枚目の車線数減少標識が判断対

象であった被験者が 10%以上存在した。また、4.2 の標

識注視時間に関する分析で示した通り、1 枚目の道路工

事中標識を注視しなかった被験者が 3 名存在し、他の標

識の確認状況から見落としの可能性が示唆された。以上

を踏まえると、車線数減少標識と道路工事中標識を複数

枚繰り返して設置する必要があると考えられる。 

次に、繰り返して設置する枚数について考える、2 枚

目の車線数減少標識と道路工事中標識は上記の理由で設

置するがあると考えられるので、3 枚目の各標識を設置

する必要性を考える。ここで、3.2(1)より 3 枚目の車線数

減少標識と道路工事中標識に到達するまでに車線変更の

必要性を判断できていない被験者の多く （88.9%）は矢印

板および標識車を判断対象としている。よって、3 枚目

の車線数減少標識と道路工事中標識が判断対象となる可

能性は低いと言える。また、4.2 より 3 枚目の車線数減

少標識と道路工事中標識は、最高速度標識と比べて相対

的に短い時間ではあるが、それぞれ約 1 秒注視されてい

ることが分かっている。本研究で問題視している、始端

部での衝突事故を防止するためには、車線変更の判断を

した上で、始端部直前では前方をよく注視してもらうこ

とが重要であることは言うまでもない。よって、判断対

象になる可能性が低く、かつ、運転者の前方注視を阻害

する可能性がある、3 枚目の車線数減少標識、道路工事

中標識は削減することが妥当であると考える。 

以上のことから、車線数減少標識と道路工事中標識を

この順序で 2 枚ずつ設置し、最高速度標識を規制現行に

準拠した設置方法が、衝突事故低減に向けた標識による

規制情報提供であると考えられる。 

 

5.2 標識の設置枚数に関する主観的な評価 

 2.6(2)で先述した通り、実験走行に関するヒアリング

により、被験者が各パターンを走行中に「工事が行わ

れており、車線が規制されている」「車線変更を行わな

ければならない」という状況を把握するのに、標識の

設置枚数が適切であったかという問いに、「とても多

い」、「多い」、「適切」、「少ない」、「とても少ない」の

5 段階で回答してもらった。その結果、規制代替①、②

の両方、もしくは片方を「多い」、または「とても多い」

と評価し、規制代替④を「適切」と評価している被験

者が半数以上（54.2%）を占めていた（表9）。 

 

表9 設置枚数の適切性の集計結果 

 
 

 現行の設置枚数を支持する人の存在、被験者数、被験

者属性等を考慮すると、これが工事区間を走行する運転

手にとっての多数派の意見だと言い切ることはできない

が、少なくとも本研究の範囲では、規制現行の標識の設

置枚数から 1～3 枚ほど削減した方が良いという意見が

大勢を占めていると捉えることができる。5.1 で導出し

た標識の設置方法は、規制現行の標識から設置枚数を 2
枚削減したものとなっている。よって、客観的な評価だ

けでなく、運転手の主観的な評価からも適切な規制情報

提供であると考えられる。 
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5.3 衝突事故低減に向けた規制情報提供 

3.2 の車線変更への影響に関する分析より、始端部近

傍では、車線変更の判断対象が矢印板および標識車にな

ることが多く（88.9%）、かつ4 割から 6 割の被験者が始

端部近傍で車線変更を行っていたことから、矢印板およ

び標識車が車線変更に与える影響は大きいと考えられる。

よって、先行研究で早めの車線変更を促すことが示され

ているK-3の標識車を設置することが衝突事故低減の観

点から妥当であると考えられる。よって、5.1で導出した

標識とK-3 を組み合わせた規制情報提供（図12）が始端

部での衝突事故低減に期待できるといえる。 
 

 
図12 衝突事故低減に向けた規制情報提供 

 

６．おわりに 

 本研究は、始端部における衝突事故低減に向けた工事

区間における、規制情報の提供方法の提案を本研究の最

終的な目標とし、その第一段階として DS を用いた室内

走行実験を実施した結果に基づき、本標識の種類や枚数、

配列に関する根拠の把握を行った。そして、本研究と先

行研究で得られた知見を整理し、本標識のみを用いた、

始端部における衝突事故低減に向けた規制情報の提供方

法を提案した。以下に、本研究で得られた成果を示す。 
・ 車線数減少標識、特に 1 枚目は車線変更の必要性を

伝え、早めの行動を促す効果があるといえる。また、

最高速度標識、1 枚目の道路工事中標識を運転手は

確認する傾向があると考えられる。 
・ 運転手が規制情報を把握できない可能性を考慮し、

車線数減少標識、道路工事中標識を複数枚設置する

必要がある。この時、3 枚目の各標識は判断対象と

なる可能性が低く、始端部直前での運転手の前方注

視を阻害する要因となる可能性があるため、削減す

ることが妥当であると考えられる。よって、車線数

減少標識、道路工事中標識をこの順序で 2 枚ずつ設

置し、最高速度標識を現行の設置方法に準拠し設置

することが根拠に基づいた標識による規制情報提

供であると考えられる。これは、設置枚数の適切性

に関する主観的な評価からも妥当であるといえる。 
・ 始端部近傍では、車線変更の判断対象が矢印板およ

び標識車になることが多く、かつ始端部近傍で車線

変更を行う被験者が多いことから、矢印板および標

識車は、早めの車線変更を促す効果があるK-3 が衝

突事故低減の観点から妥当である。よって、導出し

た標識と K-3 を組み合わせた規制情報提供が始端

部での衝突事故低減に期待できるといえる。 
 今後は、本研究での提案に、法定外看板、補助標識を

加えた評価を行う予定である。また、本研究では走行車

線規制を想定して規制情報提供の提案を行ったが、この

提案が追越車線規制時にも効果的か検証する必要がある。 
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